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令和８年４月 27 日 

各 位 

 

会 社 名 株 式 会 社  巴コーポレーション 

代表者名 代表取締役社長 深  沢  隆 

（コード番号 １９２１ 東証スタンダード） 

問合せ先  取締役専務執行役員 三 木 康 裕 

（ＴＥＬ ０３－３５３３－５３１１） 

 

 

 

当社株式の大規模買付行為等への対応方針（買収への対応方針）の導入について 

 

当社は、令和８年４月27日開催の当社取締役会において、当社の企業価値ひいては株主共同の利

益を確保し、向上させることを目的として、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在

り方に関する基本方針（会社法施行規則第118条第３号柱書に規定されるものをいい、以下｢会社の

支配に関する基本方針｣といいます。）を決定するとともに、会社の支配に関する基本方針に照ら

して不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための

取組み（同号ロ（2））として、以下の当社株式の大規模買付行為等への対応方針（買収への対応

方針）（以下｢本プラン｣といいます。）を導入することを決議いたしましたので、お知らせいたし

ます。 

本プランは、当社取締役会の決議により導入するものですが、下記のとおり、株主総会の決議や

株主総会で選任された取締役で構成される取締役会の決議で廃止することができるなど、株主の皆

様の自由な意思によってこれを廃止できる手段が設けられており、経済産業省が令和５年８月31日

に発表した「企業買収における行動指針」の定める株主意思の原則を充足しております。さらに、

本プランの導入につきましては、株主の皆様の意思をより反映させるという観点から、令和８年６

月26日開催予定の当社定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）において議案（普通

決議）としてお諮りさせていただくことを予定しております。 

なお、本プランの導入につきましては、上記取締役会において、社外取締役３名（いずれも監査

等委員である取締役）を含む当社取締役全員の賛成により承認されております。 

また、本プランは、本日付けで効力を生じるものとしますが、本定時株主総会において上記議案

につき株主の皆様のご承認が得られなかった場合には、直ちに廃止されるものとします。 

なお、会社法および金融商品取引法その他の法令、それらに関する規則、政令、内閣府令および

省令等ならびに当社の株式が上場されている金融商品取引所の規則等（以下、総称して「法令等」

といいます。）に改正（法令等の名称の変更や旧法令等を承継する新法令等の制定等を含みます。

以下、同じとします。）があり、これらが施行された場合には、本プランにおいて引用する法令等

の各条項は、当社取締役会が別途定める場合を除き、当該改正後のこれらの法令等の各条項を実質

的に承継する法令等の各条項に、それぞれ読み替えられるものとします。 
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Ⅰ．会社の支配に関する基本方針 

（当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針） 

 

上場会社である当社の株式は、株式市場を通じて多数の株主、投資家の皆様による自由な取引が

認められており、当社の株式に対する大規模な買付等がなされた場合に、当該買付等に応じるか否

かは、最終的には株主の皆様の自由な意思により判断されるべきであると考えております。 

しかしながら、株式の大規模な買付行為や買付提案の中には、その目的等からみて企業価値ひい

ては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主の皆様に株式の売却を事実上強要す

るおそれのあるものなど、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも存在しま

す。 

このような中、大規模買付行為等（下記Ⅲ.３.に定義されます。以下、同じとします。）が当社

の企業価値ないし株主共同の利益に及ぼす影響を株主の皆様に適切にご判断いただくためには、大

規模買付者（下記Ⅲ.３.に定義されます。以下、同じとします。）からの必要かつ十分な情報の提

供が不可欠です。そして、その判断を的確に行うためには、大規模買付者からの情報にとどまらず、

大規模買付者の提案内容等を当社取締役会が評価・検討した結果を株主の皆様に提供することが必

要であることもいうまでもありません。 

そこで、当社は、本プランにおいて、①大規模買付者に株主の皆様がその是非を判断するために

必要かつ十分な情報の提供を求めるとともに、②当社取締役会として、当該大規模買付者の提案内

容が当社の企業価値ないし株主共同の利益にどのような影響を及ぼすかを検討した上で、大規模買

付行為等に対する当社取締役会の意見を公表し、また、③必要に応じて、大規模買付者の提案内容

に対する経営方針等の当社取締役会としての代替案を提供するとともに、大規模買付者と当社の経

営方針等に関して交渉または協議を行うこととし、④これらを踏まえ、株主の皆様が大規模買付行

為等の是非を判断するために必要な時間を確保することを目的として、以下の手続を定め、大規模

買付行為等があった際には、適切な措置を講じることとします。 

そして、上記のとおり、当社は、大規模買付行為等に応じるか否かの判断は、最終的には株主の

皆様の自由な意思に基づき行われるべきものと考えております。そのため、当社取締役会としまし

ては、本プランに定める手続を経て、株主の皆様が、大規模買付行為等の目的や内容等の詳細を検

討し、その是非を判断するのに必要な時間と情報が事前に十分提供された上で、当社の企業価値ひ

いては株主共同の利益に資するものとして当該大規模買付行為等の実行に同意される場合には、こ

れを否定するものではありません。 

 

Ⅱ．基本方針の実現に資する特別な取組み 

 

1. 当社の企業価値および株主共同の利益向上に向けた取組み 

 

（1） 経営方針 

当社グループは、「技術の巴」として幅広く株主および取引先の信頼を得てまいりました。

今後も技術的に特色のある製品および工法を創り出すとともに、これらを品質第一、低コス

トで提供することを通じて社会に貢献し、お客様の信頼と満足を得ることで企業利益を確保

していくことを目指してまいります。 
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（経営方針） 

１．創造力を発揮し、信頼と安心の技術で社会に貢献する 

２．組織の総力を結集し、時代を先取りした積極的な経営を展開する 

３．人を大切にし、明るく活力あふれる企業を構築する 

 

（2） 経営戦略等 

当社グループは、『技術立社』を堅持しつつ、『企業体質の改善・強化』、『事業領域の拡大、

新規事業の創出』、『グループ総力の結集』を基本戦略とし、『企業価値の向上』を図るべく愚

直かつ真摯に取り組むこととしており、昨今の経営環境を鑑み、これまでの基本戦略に、新

たに『事業継続性の確保』を図ることと、『変革』にチャレンジすることを加え、事業活動を

行っています。 

 

（3） 経営環境 

当社グループを取り巻く経営環境については、国際情勢は、地政学的環境の悪化が資源の供

給悪化や価格高騰を引き起こしており、それらを通じた世界的なインフレ、景気悪化等、様

々な要素によって世界の不確実性が高まっています。一方、国内情勢は、設備投資や雇用情

勢の改善等、緩やかな回復基調で推移していますが、建設諸資材高騰、人手不足の影響によ

り、今後については見通しが不透明な状況となっています。 

 

（4） 優先的に対処すべき事業上および財務上の課題 

当社は、令和５年度からの５年をグループ保有力の有効活用を推進するとともに、事業基盤

の強化、周辺領域の拡大を図る５年と位置づけ、第３期中期経営計画『ＴＯＭＯＥ ＢＵＩＬ

Ｄ up ５』をスタートさせています。令和６年度においては、経営の近代化、グループ経営

資源の有効活用を目的とし、持分法適用関連会社であった株式会社巴技研、株式会社泉興産

を連結子会社化しています。また、北関東エリアに強みを持つ令和建設株式会社の全株式を

取得し、新たに連結子会社に加えています。 

建設業を取り巻く環境は、建設諸資材の高騰や人手不足等、厳しくかつ不透明な状況にあ

りますが、「技術立社」「ニッチ志向」「付加価値を付け、収益重視」を企業方針とする当社と

しましては、根幹である「高付加価値、高営業利益率」を守りつつ、グループ一体となり、

さらなる企業価値の向上を目指していく所存です。 

 

（5） 経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等 

当社グループは、株主重視の経営という観点から株主価値の向上による財務体質の強化が

重要であると認識し、株主資本利益率（ＲＯＥ）、株価純資産倍率（ＰＢＲ）を意識した財務

体質の構築、収益の確保に努めていきたいと考えています。 

 

2. コーポレート・ガバナンスに関する取組み 

 

（1） コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社は、株主より託された資本により、事業活動を通じ利益をあげ、継続的に株主価値を増

大させ、広く社会へ貢献するという事業目的の下、経営の健全性を最重要課題と考えており、

取締役会を法令遵守と経営の重要課題を議論、決定するとともに業務執行を監督する最高機



4 

 

関と位置付けています。 

取締役会は、法令、定款、社内規程で定められている重要な意思決定を行い、業務執行の監

督を行うものとしています。 

また、当社は平成 28 年６月 29 日開催の第 84 回定時株主総会において、定款一部変更の承

認を受け、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しています。監査等委員であ

る取締役は、取締役会、監査等委員会の他、重要な会議に出席するとともに、各事業所にお

ける業務および財産の状況に関する調査を定期的に実施し、多面的に取締役の職務執行の適

法性・妥当性を厳格に監査・監督しています。これらの体制を適切に機能させ、適法性、透

明性、公正性、独立性の確保に努めています。また、会計監査人から会計監査内容について

説明を受けるとともに、適宜、情報の交換を行うなど連携を図っています。なお、当社は、

コーポレート・ガバナンスにおいて客観性および中立性を確保した経営監視の機能が重要と

考えており、監査等委員会設置会社へ移行することで取締役会の監督機能を強化し、コーポ

レート・ガバナンスのさらなる充実を図ることが可能とし、現在の体制を採用いたしました。 

また、取締役会は、監査等委員でない取締役４名、監査等委員である取締役３名（３名とも

社外取締役、うち２名常勤）で構成されています。また、当社は、会社法第 427 条第１項に

基づき、社外取締役との間で、同法第 423 条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結し

ており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としています。 

 

（2） 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 

当社は、会社法上の機関設計として、「監査等委員会設置会社」を選択し、経営における透

明性、公正性の確保と監査等委員である取締役が、業務執行の取締役の職務執行を監査する

ことによる監督機能の強化を通じて継続的な企業価値向上を図っています。あわせて経営の

意思決定の迅速化と業務執行責任の明確化を目的として、執行役員制度を導入しています。 

取締役会は、経営の意思決定機関として、グループ全体の経営方針、経営戦略などの重要事

項について決定するとともに、業務執行機関の業務執行を監視、監督しています。取締役会

の議長は、代表取締役社長兼社長執行役員の深沢隆が務めています。 

監査等委員会は、監査等委員会で策定された監査方針および監査計画に基づき、当社の業務

および財産の状況の調査に加え、内部監査室、会計監査人等との連携により、取締役の業務

執行および執行役員その他業務執行機関の業務執行を監査しています。 

 

上記の他、当社は、最新のコーポレートガバナンス・コードを踏まえ、コーポレート・ガバ

ナンスの強化に取り組んでおります。当社のコーポレート・ガバナンス体制の詳細につきま

しては、当社のコーポレート・ガバナンスに関する報告書（令和７年６月 27 日最終更新。

https://www.tomoe-corporation.co.jp/ir/governance.html/）をご参照ください。 

 

Ⅲ．本プラン（会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財

務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み）の内容 

 

1. 本プランの目的および概要 

 

https://www.tomoe-corporation.co.jp/ir/governance.html/
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本プランは、上記 I．に記載した「会社の支配に関する基本方針」に照らして不適切な者によ

って当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして導入

されるものです。 

企業価値ひいては株主共同の利益の確保または向上を目指す当社の経営にあたっては、幅広い

ノウハウと豊富な経験、ならびに顧客、従業員および取引先等のステークホルダーとの間に築か

れた関係等への十分な理解が不可欠であり、これら当社の事業特性に関する十分な理解がなくて

は、株主の皆様が将来実現することができる株主価値を適切に判断することはできません。した

がって、突然大規模買付行為等がなされた際、株主の皆様が短期間の内に大規模買付者の提示す

る提案内容が適正か否かを適切に判断するためには、大規模買付者および当社取締役会の双方か

ら必要かつ十分な情報が提供されることが不可欠であり、また、当社株式をそのまま継続保有す

ることを考える株主の皆様にとっても、大規模買付者が当社の経営に参画したときの経営方針や

事業計画の内容等は、その継続保有の是非を検討する上で重要な判断材料となります。同様に、

当社取締役会が当該大規模買付行為等についてどのような意見を有しているのかも、株主の皆様

にとっては重要な判断材料となると考えます。 

これらを考慮し、当社取締役会では、大規模買付行為等の実施に際しては、大規模買付者から

事前に株主の皆様のご判断のために必要かつ十分な大規模買付行為等に関する情報が提供され

るべきである、という結論に至りました。その上で、当社取締役会は、かかる情報が提供された

後、大規模買付行為等に対する当社取締役会としての意見を、必要に応じて独立した第三者であ

る外部専門家（フィナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタント、その他

の専門家）等の助言を得ながら慎重に検討した上で公表いたします。さらに必要と認めれば、大

規模買付者の提案の条件の改善交渉や株主の皆様に対する代替案の提示も行います。かかるプロ

セスを経ることにより、株主の皆様は、当社取締役会の意見を参考にしつつ、大規模買付者の提

案と当社取締役会から代替案が提示された場合にはその代替案を検討することが可能となり、最

終的な判断を行うために必要な情報と機会が与えられることとなります。 

以上のことから、当社取締役会は、大規模買付行為等が一定の合理的なルールに従って行われ

ることが、企業価値ひいては株主共同の利益の確保または向上に資すると考え、以下の内容の大

規模買付行為等がなされた場合における情報提供等に関する一定のルール（以下「大規模買付ル

ール」といいます。）を設定し、上記Ⅰ．「会社の支配に関する基本方針」に照らして不適切な

者によって大規模買付行為等がなされた場合の対抗措置を含めた買収への対応方針として、本プ

ランを導入することを決定いたしました。 

なお、当社の令和８年３月 31 日現在の大株主の状況は、別紙１「当社の大株主の株式保有状

況」のとおりであり、現時点において、当社が特定の第三者から大規模買付行為等を行う旨の具

体的な通告や提案を受けている事実はありません。他方、現時点において、第三者から当社の資

本政策に関する提案を受けるなど、当社の資本政策に関心を有する投資家が存在している等の事

情も存在するところ、こうした事情も踏まえ、今後企図されることがあり得る大規模買付行為等

に備えた大規模買付ルールを定めておくことは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保

または向上に資するものと考えております。 

また、当社の発行済株式総数の約 11％は、当社の創業者である野澤一郎の親族およびそれら

の親族の直接の支配が及ぶ資産管理会社等（以下「創業家関係者」といいます。）によって保有

されていますが、創業家関係者は、現在、当社の経営に関与しておらず、その立場は一般の株主

となんら変わらないものとなっております。 
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2. 独立委員会の設置 

 

本プランを適正に運用し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止し、その判断

の客観性・合理性を担保するため、独立委員会規程（概要につきましては、別紙２「独立委員会

規程の概要」をご参照ください。）に基づき、独立委員会を設置いたします。独立委員会の委員

は３名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行から独立している社外

取締役または社外有識者（実績のある会社経営者、投資銀行業務に精通する者、官庁出身者、弁

護士、公認会計士、学識経験者またはこれに準じる者。）のいずれかに該当する者の中から選任

いたします。本プラン導入時における独立委員会の各委員の氏名および略歴については、別紙３

「独立委員の氏名および略歴」をご参照ください。 

当社取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に対し対抗措置の発動の是非その他本

プランに則った対応を行うにあたって必要な事項について諮問し、独立委員会は、当社の企業価

値ひいては株主共同の利益の向上の観点から大規模買付行為等について慎重に評価・検討の上

で、当社取締役会に対し対抗措置を発動すべき状態にあるか否か等についての勧告を行うものと

します。当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重した上で対抗措置の発動等について決

定することとします。独立委員会の勧告内容については、その概要を適宜公表することとします。 

なお、独立委員会の判断が、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するようになされる

ことを確保するために、独立委員会は、必要に応じて、当社の費用で、独立した第三者である外

部専門家（フィナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタント、その他の専

門家）等の助言を得ることができるものとします。 

 

3. 対象となる大規模買付行為等 

 

本プランにおいて、「大規模買付行為等」とは、 

① 特定株主グループ（注１）の議決権割合（注２）を20％以上とすることを目的とする当社の

株券等（注３）の買付行為（公開買付けの開始を含みますが、これに限りません。）、 

② 結果として特定株主グループの議決権割合が20％以上となるような当社の株券等の買付行

為（公開買付けの開始を含みますが、これに限りません。）、または 

③ 上記①もしくは②に規定される各行為の実施の有無にかかわらず、当社の特定株主グルー

プが、当社の他の株主（複数である場合を含みます。以下、本③において同じとします。）

との間で行う行為であり、かつ、当該行為の結果として当該他の株主が当該特定株主グル

ープの共同保有者に該当するに至るような合意その他の行為、または当該特定株主グルー

プと当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配しもしくはそれらの者が共同な

いし協調して行動する関係（注４）を樹立するあらゆる行為（注５）（但し、当社の株券等

につき当該特定株主グループと当該他の株主の議決権割合の合計が20％以上となるような

場合に限ります。） 

を意味し（いずれも事前に当社取締役会が同意したものを除きます。）、「大規模買付者」と

は、大規模買付行為等を自ら単独でまたは他の者と共同ないし協調して行うまたは行おうとす

る者を意味します。 

 

（注１）特定株主グループとは、(ⅰ)当社の株券等（金融商品取引法第 27 条の 23 第１項に規

定する株券等をいいます。）の保有者（同法第 27 条の 23 第１項に規定する保有者を
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いい、同条第３項に基づき保有者に含まれる者を含みます。以下、同じとします。）

およびその共同保有者（同法第 27 条の 23 第５項に規定する共同保有者をいい、同条

第６項に基づき共同保有者とみなされる者を含みます。以下、同じとします。）、（ⅱ）

当社の株券等（同法第 27 条の２第１項に規定する株券等をいいます。）の買付け等

（同法第 27 条の２第１項に規定する買付け等をいい、取引所金融商品市場において

行われるものを含みます。以下、同じとします。）を行う者およびその特別関係者（同

法第 27 条の２第７項に規定する特別関係者をいいます。以下、同じとします。）、

（ⅲ）上記（ⅰ）または（ⅱ）の者の関係者（これらの者との間にフィナンシャル・

アドバイザリー契約を締結している投資銀行、証券会社その他の金融機関その他これ

らの者と実質的利害を共通にしている者、公開買付代理人、弁護士、会計士、税理士

その他のアドバイザーおよびこれらの者が実質的に支配しまたはこれらの者と共同

ないし協調して行動する者として当社取締役会が合理的に認めた者をいいます。）、

ならびに（ⅳ）上記（ⅰ）ないし（ⅲ）に該当する者から市場外の相対取引または東

京証券取引所の市場内立会外取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－１）により当社の株券等を譲り

受けた者を意味します。以下、同じとします。 

（注２）議決権割合とは、特定株主グループの具体的な買付方法に応じて、（ⅰ）特定株主グ

ループが当社の株券等（金融商品取引法第 27 条の 23 第１項に規定する株券等をい

います。）の保有者もしくはその共同保有者である場合における当該保有者の株券等

保有割合（同法第 27 条の 23 第４項に規定する株券等保有割合をいいます。この場合

においては、当該保有者の共同保有者の保有株券等の数（同項に規定する保有株券等

の数をいいます。）も計算上考慮されるものとします。以下、同じとします。）また

は（ⅱ）特定株主グループが当社の株券等（同法第 27 条の２第１項に規定する株券

等をいいます。）の買付け等を行う者もしくはその特別関係者である場合の当該買付

け等を行う者および当該特別関係者の株券等所有割合（同法第 27 条の２第８項に規

定する株券等所有割合をいいます。以下、同じとします。）の合計をいいます。 

かかる株券等保有割合の計算上、（イ）特別関係者、（ロ）当該特定株主グループと

の間でフィナンシャル・アドバイザリー契約を締結している投資銀行、証券会社その

他の金融機関ならびに当該特定株主グループの公開買付代理人、主幹事証券会社、弁

護士ならびに会計士、税理士その他のアドバイザー、ならびに（ハ）上記（イ）また

は（ロ）に該当する者から市場外の相対取引または東京証券取引所の市場内立会外取

引（ＴｏＳＴＮｅＴ－１）により当社の株券等を譲り受けた者は、当社企業価値最大

化または株主共同の利益の観点から問題ないと考える旨の独立委員会による認定が

ない限り、本プランにおいては当該特定株主グループの共同保有者とみなします。ま

た、かかる株券等所有割合の計算上、共同保有者（本プランにおいて共同保有者とみ

なされるものを含みます。）は、本プランにおいては当該特定株主グループの特別関

係者とみなします。なお、当社の株券等保有割合または株券等所有割合の算出にあた

っては、発行済株式の総数（同法第 27 条の 23 第４項に規定するものをいいます。）

および総議決権の数（同法第 27 条の２第８項に規定するものをいいます。）は、有

価証券報告書、半期報告書、自己株券買付状況報告書、決算短信および四半期決算短

信のうち直近に提出されたものを参照することができるものとします。以下、同じと

します。 
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（注３）株券等とは、金融商品取引法第 27 条の２第１項に規定する株券等または同法第 27 条

の 23 第１項に規定する株券等を意味します。以下、同じとします。 

（注４）「当該特定株主グループと当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配し

もしくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係」が樹立されたか否かの判定

は、共同協調行為等認定基準（別紙４。但し、独立委員会は、法令の改正または裁判

例の動向等に照らして、合理的範囲内で当該基準を改定できるものとします。）に基

づいて行うものとします。 

（注５）本文の③所定の行為がなされたか否かの判断は、当社取締役会が合理的に判断するも

のとします（かかる判断にあたっては、独立委員会の勧告を最大限尊重するものとし

ます。）。なお、当社取締役会は、本文の③所定の要件に該当するか否かの判定に必

要とされる範囲において、当社の株主に対して必要な情報の提供を求めることがあり

ます。 

 

4. 大規模買付ルールの概要 

 

（1） 意向表明書の提出 

大規模買付者が大規模買付行為等を行おうとする場合には、大規模買付行為等の実施または

大規模買付行為等の提案に先立ち、本プランに定められた大規模買付ルールに従う旨の法的拘

束力を有する誓約文言を含む以下の内容等を日本語で記載した意向表明書（大規模買付者の代

表者による署名または記名押印のなされたものとします。）および当該署名または記名押印を

行った代表者の資格証明書（以下、これらを併せて「意向表明書」といいます。）を、当社の

定める書式により当社取締役会に提出していただきます。 

① 大規模買付者の氏名または名称および住所または所在地 

② 大規模買付者の設立準拠法 

③ 大規模買付者の代表者の役職および氏名 

④ 大規模買付者の国内連絡先 

⑤ 大規模買付者の会社等の目的および事業の内容 

⑥ 大規模買付者の直接・間接の大株主または大口出資者（持株割合または出資割合上位10

名）および実質株主（出資者）の概要 

⑦ 大規模買付者が現に保有する当社の株券等の数および意向表明書提出前60日間における

大規模買付者の当社の株券等の取引状況 

⑧ 大規模買付者が提案する大規模買付行為等の概要（大規模買付者が大規模買付行為等に

より取得を予定する当社の株券等の種類および数、ならびに大規模買付行為等の目的（支

配権取得もしくは経営参加、純投資もしくは政策投資、大規模買付行為等後の当社の株

券等の第三者への譲渡等、または重要提案行為等（注６）その他の目的がある場合には、

その旨および内容。なお、目的が複数ある場合にはそのすべてを記載していただきます。）

を含みます。） 

⑨ 本プランに定められた大規模買付ルールに従う旨の誓約（なお、かかる誓約について、

条件または留保等は付されてはならないものとします。） 

当社取締役会が、大規模買付者から意向表明書を受領した場合は、速やかにその旨および必

要に応じその内容について公表いたします。 
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（注６）重要提案行為等とは、金融商品取引法第 27 条の 26 第１項、金融商品取引法施行令第

14条の８の２第１項および株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第 16条

に規定される重要提案行為等をいいます。以下、同じとします。 

 

（2） 必要情報の提供要請 

当社取締役会は、当社が大規模買付者から意向表明書を受領した日の翌日から起算して10営

業日（注７）以内に、大規模買付行為等に対する株主の皆様のご判断ならびに当社取締役会お

よび独立委員会の評価・検討のために必要な情報（以下「必要情報」といいます。）について

記載した書面（以下「必要情報リスト」といいます。）を交付し、大規模買付者には、必要情

報リストの記載に従い、必要情報を当社取締役会に書面にて提出していただきます。 

必要情報の一般的な項目は別紙５「大規模買付者に提供を求める情報（必要情報）」のとお

りです。その具体的内容は大規模買付者の属性および大規模買付行為等の内容によって異なり

ますが、いずれの場合も株主の皆様のご判断および当社取締役会としての意見形成のために必

要かつ十分な範囲に限定するものとします。 

当社取締役会は、本プランに定められた手続の迅速な運用を図る観点から、必要に応じて、

大規模買付者に対し情報提供の期限（大規模買付者が必要情報リストを受領した日から起算し

て、60日以内の期間を上限とします。以下「情報提供期間」といいます。）を設定することが

あります。但し、大規模買付者から合理的な理由に基づく延長要請があった場合は、情報提供

期間を延長することができるものとします。 

なお、上記に基づき、当初提出された必要情報について当社取締役会が精査した結果、当該

必要情報が大規模買付行為等を評価・検討するための情報として必要十分でないと合理的に判

断する場合には、当社取締役会は、情報提供期間の範囲内で、大規模買付者に対して追加的に

書面にて情報提供を求める（かかる判断にあたっては独立委員会の勧告を最大限尊重いたしま

す。）ことがあります。 

大規模買付者から提供された必要情報が大規模買付行為等について評価・検討するに足りる

内容であると当社取締役会が判断した場合には、当社取締役会は大規模買付者に対し、必要情

報を受領したことを書面で通知（以下「情報提供完了通知」といいます。）するとともに、そ

の旨を公表いたします。 

また、当社取締役会が、必要情報の追加的な提供を要請したにもかかわらず、大規模買付者

から当該情報の一部について提供がない場合において、大規模買付者から当該情報の提供がな

されないことについての合理的な説明がある場合には、当社取締役会が提供を求める必要情報

が一部揃わなくても、大規模買付者との情報提供に係る交渉等を終了して情報提供完了通知を

行い、その旨を公表するとともに、下記(3)の当社取締役会による評価・検討を開始する場合

があります。 

当社取締役会に提供された必要情報は、独立委員会に提出するとともに、株主の皆様のご判

断のために必要であると認められる場合には、当社取締役会が適切と判断する時点で、その全

部または一部を公表いたします。 

 

（注７）営業日とは、行政機関の休日に関する法律第１条第１項各号に掲げる日以外の日をい

います。 
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（3） 取締役会評価検討期間 

当社取締役会は、大規模買付者に対する情報提供完了通知を行った後、その翌日を起算日と

して、大規模買付行為等の評価等の難易度に応じ、対価を現金（円貨）のみとする公開買付け

による当社全株式の買付けの場合は最長60日間、その他の大規模買付行為等の場合は最長90日

間を当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間（以下「取締

役会評価検討期間」といいます。）として設定いたします。いずれの場合においても、取締役

会評価検討期間は、評価・検討のために不十分であると取締役会および独立委員会が合理的に

認める場合に限り、延長できるものとしますが、延長の期間は最大30日間とします。その場合、

具体的延長期間および当該延長期間が必要とされる具体的理由を大規模買付者に通知すると

ともに株主の皆様に対して公表いたします。 

取締役会評価検討期間中、当社取締役会は、必要に応じて独立委員会とは別の独立した第三

者である外部専門家（フィナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタント、

その他の専門家）等の助言を受けつつ、提供された必要情報を十分に評価・検討し、独立委員

会からの勧告を最大限尊重した上で、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の観点か

ら、当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、公表いたします。また、必要に応じ、大

規模買付者との間で大規模買付行為等に関する条件改善について交渉し、当社取締役会として

株主の皆様へ代替案を提示することもあります。 

 

（4） 大規模買付行為等が実施された場合の対応 

① 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合 

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合において、当社取締役会は、大規模買

付者から提供された必要情報その他一切の事情を勘案の上、独立委員会の勧告を最大限尊

重し、大規模買付行為等の評価、検討、交渉、意見形成、代替案の立案等を行います。そ

の上で、当社取締役会として、大規模買付行為等がなされることに反対であり、大規模買

付行為等が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうものであると合理的な

根拠をもって判断した場合には、独立委員会の勧告を最大限尊重した上で、必要かつ相当

な範囲で新株予約権の無償割当て等、法令等および当社定款上検討可能な対抗措置を講じ

ることがあります。 

なお、大規模買付行為等が以下の(ⅰ)から(ⅺ)のいずれかに該当すると合理的な根拠を

もって判断できる場合には、当社取締役会は、原則として当社の企業価値ひいては株主共

同の利益を著しく損なうものであると判断するものとします。もっとも、対抗措置の発動

は、大規模買付行為等が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうものであ

ると合理的な根拠をもって判断できる場合に限って行うものであり、以下の(ⅰ)から(ⅸ)

のいずれかに形式的に該当することのみをもって対抗措置を発動するものではありませ

ん。 

(ⅰ)真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて高値で

当社の株券等を会社関係者に引き取らせる目的で当社の株券等の買付けを行ってい

る者（いわゆるグリーンメーラー）である場合ないし当社の株券等の取得目的が主

として短期の利鞘の獲得にあると判断される場合 

(ⅱ)会社経営を一時的に支配して当社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企業

秘密情報、主要取引先や顧客等を大規模買付者やそのグループ会社等に委譲させる

等、いわゆる焦土化経営を行う目的で当社の株券等の買付けを行っている場合 
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(ⅲ)会社経営を支配した後に、当社の資産を大規模買付者やそのグループ会社等の債務

の担保や弁済原資として流用する予定で当社の株券等の買付けを行っている場合 

(ⅳ)会社経営を一時的に支配して当社の事業に当面関係していない不動産、有価証券な

ど高額資産等を売却等処分させ、その処分利益をもって一時的に高配当をさせるか、

あるいは一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って当社の株券等の高価売り

抜けをする目的で当社の株券等の買付けを行っている場合 

(ⅴ)当社の経営には特に関心を示したり、関与したりすることもなく、当社の株券等を

取得後、様々な策を弄して、専ら短中期的に当社の株券等を当社自身や第三者に転

売することで売却益を獲得しようとし、最終的には当社の資産処分まで視野に入れ

てひたすら自らの利益を追求しようとするものである場合 

(ⅵ)大規模買付者の提案する当社の株券等の買付方法が、いわゆる強圧的二段階買収（最

初の買付けで株券等の全部の買付けを勧誘することなく、二段階目の買付条件を不

利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付け等の株券等の買付けを行うこと

をいいます。）等の、株主の皆様のご判断の機会または自由を制約し、事実上、株

主の皆様に当社の株券等の売却を強要するおそれがある（いわゆる強圧性がある）

場合 

(ⅶ)大規模買付者の提案する当社の株券等の買付条件（買付対価の種類および金額、当

該金額の算定根拠、その他の条件の具体的内容、違法性の有無、実現可能性等を含

むがこれに限りません。）が当社の企業価値に照らして著しく不十分または不適切

である場合 

(ⅷ)大規模買付者による支配権の取得により、顧客、従業員、地域社会その他の利害関

係者との関係が悪化すること等によって、当社の企業価値ひいては株主共同の利益

を著しく損なう場合 

(ⅸ)大規模買付者が支配権を取得する場合の当社の企業価値が、中長期的な将来の企業

価値との比較において、当該大規模買付者が支配権を取得しない場合の当社の企業

価値と比べて明らかに劣後するため、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著

しく損なう場合 

(ⅹ)大規模買付者が公序良俗の観点から当社の支配株主として不適切であり、当社の企

業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なう場合 

(ⅺ)上記(ⅰ)ないし(ⅹ)に準じる場合で、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著

しく損なう場合 

 

② 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合 

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかった場合には、その具体的な買付方法の

如何にかかわらず、当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ること

を目的として、必要かつ相当な範囲で新株予約権の無償割当て等、法令等および当社定款

上検討可能な対抗措置を講じることにより、大規模買付行為等に対抗する場合があります。 

なお、大規模買付ルールを遵守したか否かを判断するにあたっては、大規模買付者側の

事情をも合理的な範囲で十分勘案し、少なくとも必要情報の一部が提出されないことのみ

をもって大規模買付ルールを遵守しないと認定することはしないものとします。 

また、当社取締役会は、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守したか否かの判断、お

よび大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかったものとして対抗措置を発動すべき
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か否かの判断に際し、独立委員会の勧告を最大限尊重するものとします。 

 

③ 取締役会の決議および株主意思確認総会の開催 

当社取締役会は、上記①または②において対抗措置の発動の是非について判断を行う場

合は、その判断の客観性および合理性を担保するため、独立委員会に対し対抗措置の発動

の是非について諮問するものとします。当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重

し、対抗措置の必要性、相当性等を十分検討した上で対抗措置の発動または不発動等に関

する会社法上の機関としての決議を行うものとします。 

具体的にいかなる手段を講じるかについては、その時点で当社取締役会が最も適切と判

断したものを選択することとしますが、原則として新株予約権の無償割当てを行うものと

します。新株予約権の無償割当てを行う場合の概要は原則として別紙６「新株予約権無償

割当ての概要」に記載のとおりですが、実際に新株予約権の無償割当てを行う場合には、

非適格者（別紙６「新株予約権無償割当ての概要」第５項において定義されます。以下、

同じとします。）に該当しないことを新株予約権の行使条件とするなど、対抗措置として

の効果を勘案した条件を設けます。 

また、当社取締役会は、独立委員会が対抗措置の発動について勧告を行うにあたって、

発動の決議を行うに際して株主意思確認総会（以下に定義されます。）の承認を得るべき

旨の留保を付した場合その他独立委員会の勧告を最大限尊重した上で当社取締役会が相当

と判断した場合には、株主の皆様に本プランによる対抗措置を発動することの可否を十分

にご検討いただくための期間（以下「株主検討期間」といいます。）として最長60日間の

期間を設定し、当該株主検討期間中に当社株主総会（以下「株主意思確認総会」といいま

す。（注８））を開催し、株主の皆様の意思を確認することとします（注９）（なお、独

立委員会から対抗措置不発動の決議をすべき旨の勧告がなされた場合であっても、当社取

締役会は、かかる独立委員会の勧告を最大限尊重し、当該勧告に従うことにより取締役の

善管注意義務に違反するおそれがある等の事情があると認める場合には、①(ⅰ)対抗措置

発動の決議を行い、または(ⅱ)不発動の決議を行わず、その上で、②対抗措置を発動する

か否かを株主の皆様に問うべく、株主意思確認総会を招集することができるものとしま

す。）。 

当社取締役会において、株主意思確認総会の開催および基準日の決定を決議した場合、

取締役会評価検討期間はその日をもって終了し、直ちに、株主検討期間へ移行することと

します。 

株主意思確認総会の開催に際しては、当社取締役会は、大規模買付者が提供した必要情

報、必要情報に対する当社取締役会の意見、当社取締役会の代替案、その他当社取締役会

が適切と判断する事項を記載した書面を、株主の皆様に対し、株主総会招集ご通知ととも

に送付し、適時・適切にその旨を公表いたします。 

株主意思確認総会において対抗措置の発動または不発動について決議された場合、当社

取締役会は、当該株主意思確認総会の決議に従うものとします。具体的には、株主意思確

認総会において対抗措置を発動することを内容とする議案が否決された場合には、当社取

締役会は対抗措置を発動いたしません。この場合、当該株主意思確認総会終結の時をもっ

て株主検討期間は終了することとします。他方、株主意思確認総会において対抗措置を発

動することを内容とする議案が可決された場合には、その終結後、速やかに当社取締役会

は対抗措置を発動するために必要となる決議を行います。この場合、当該取締役会終結の



13 

 

時をもって株主検討期間は終了することとします。 

また、株主意思確認総会の結果は、決議後適時・適切に公表いたします。 

 

（注８）会社法第295条に規定される決議事項を決議する会社法上の株主総会に限らず、同

条に規定される決議事項以外の事項について勧告的決議を行う場合も含めて「株

主意思確認総会」と記載しております。 

 

（注９）株主意思確認総会においては、原則として普通決議により株主の皆様の意思を確

認することとしますが、議決権を行使することができる株主の範囲は、近時の裁

判例や大規模買付行為等の態様等も踏まえて、適切に決定することを予定してお

ります。 

 

④ 大規模買付行為等待機期間 

株主検討期間を設けない場合は、上記４．(1)「意向表明書の提出」に記載の意向表明書

が当社取締役会に提出された日から取締役会評価検討期間が終了するまでの期間を「大規

模買付行為等待機期間」とします。一方、株主検討期間を設ける場合には、上記４．(1)「意

向表明書の提出」に記載の意向表明書が当社取締役会に提出された日から株主検討期間が

終了するまでの期間を「大規模買付行為等待機期間」とします。そして、大規模買付行為

等待機期間においては、大規模買付行為等は実施できないものとします。 

したがいまして、大規模買付行為等は、大規模買付行為等待機期間の経過後のみ開始で

きるものとします。 

 

⑤ 対抗措置の発動の停止等について 

上記③において、当社取締役会において具体的対抗措置を発動することを決定した後、

当該大規模買付者が大規模買付行為等の撤回または変更を行った場合など対抗措置の発動

が適切でないと当社取締役会が判断した場合には、独立委員会の勧告を最大限に尊重した

上で、対抗措置の発動の停止または変更等を行うことがあります。対抗措置として、例え

ば新株予約権の無償割当てを行う場合において、権利の割当てを受けるべき株主が確定し

た後に、大規模買付者が大規模買付行為等の撤回または変更を行うなど対抗措置の発動が

適切でないと当社取締役会が判断した場合には、効力発生日の前日までの間は、新株予約

権の無償割当てを中止する方法により、また、新株予約権の無償割当て後においても、行

使期間開始日の前日までの間は、当該新株予約権を無償取得（当社が新株予約権を無償で

取得することにより、株主の皆様は新株予約権を失います。）する方法により、対抗措置

の発動の停止等を行うことができるものとします。このような対抗措置の発動の停止等を

行う場合には、独立委員会が必要と認める事項とともに、法令等に従い、当該決定につい

て適時・適切に公表いたします。 

 

5. 対抗措置の概要 

 

当社取締役会は、上記４．の手続に従い、対抗措置を発動する場合、独立委員会の勧告を最大

限尊重し、対抗措置の発動に関する会社法上の機関としての決定を行います。 
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当社が本プランに基づき発動する対抗措置は、原則として差別的行使条件等の付された新株予

約権の無償割当てとしますが、法令等および当社の定款上認められるその他の対抗措置を発動す

ることが適切と判断された場合には、当該その他の対抗措置が用いられることもあり得るものと

します。本プランに基づき発動する対抗措置として新株予約権の無償割当てを行う場合の概要

は、別紙６「新株予約権無償割当ての概要」に記載のとおりです。実際に新株予約権の無償割当

てを行う場合には、非適格者に該当しないことを新株予約権の行使条件とするなど、対抗措置と

しての効果を勘案した条件を設けます。 

 

6. 株主および投資家の皆様への影響 

 

（1） 本プラン導入時に本プランが株主および投資家の皆様へ与える影響 

本プランの導入時には、新株予約権の無償割当ては実施されません。したがいまして、本プ

ランの導入時において、株主および投資家の皆様の権利および経済的利益に直接的具体的な影

響を与えることはありません。 

なお、上記４．(4)に記載のとおり、大規模買付者が本プランを遵守するか否かにより、大

規模買付行為等に対する当社の対応方針が異なりますので、株主および投資家の皆様におかれ

ましては、大規模買付者の動向にご注意ください。 

 

（2） 対抗措置発動時に株主および投資家の皆様へ与える影響 

当社取締役会が、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、対抗措

置（例えば新株予約権の無償割当て）を講じる場合であっても、当該対抗措置の仕組み上、株

主の皆様（非適格者を除きます。下記(3)においても同じとします。）が法的権利または経済

的側面において格別の損失を被るような事態が生じることは想定しておりません。 

一方、非適格者に該当する株主については、対抗措置が発動された場合、結果的に、その法

的権利または経済的側面において不利益が発生する可能性があります。 

当社取締役会が具体的な対抗措置を講じることを決定した場合には、法令等に従って適時・

適切に公表いたします。 

なお、独立委員会の勧告を受けて、当社取締役会の決定により当社が当該新株予約権の無償

割当ての決議をした場合であっても、その後、当社取締役会の決定により当該新株予約権の無

償割当ての中止または割り当てられた新株予約権の無償取得を行う場合には、株主の皆様が保

有する当社株式１株当たりの経済的価値の希釈化は生じないことになるため、１株当たりの株

式の経済的価値の希釈化が生じることを前提として売却等を行った株主または投資家の皆様

は、株価の変動により相応の損害を被る可能性がある点にご留意ください。 

 

（3） 対抗措置発動時に株主の皆様に必要となる手続 

対抗措置として、新株予約権の無償割当てを実施する場合には、株主の皆様は引受けの申込

みを要することなく新株予約権の割当てを受け、また、当社が新株予約権の取得の手続をとる

ことにより、新株予約権の行使価額相当の金銭を払い込むことなく当社による新株予約権の取

得の対価として当社株式を受領することになるため、申込みや払込み等の手続は必要となりま

せん。但し、この場合、当社は、新株予約権の割当てを受ける株主の皆様に対し、別途ご自身

が非適格者に該当しないこと等を誓約する当社所定の書式による書面のご提出を求めること

があります。 
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これらの手続の詳細につきましては、実際に新株予約権の無償割当てを行うことになった際

に、法令等に従って適時・適切に公表いたします。 

 

7. 本プランの合理性を高める仕組み 

 

当社では、本プランの設計に際して、以下の諸点を考慮することにより、本プランが上記Ⅰ．

「会社の支配に関する基本方針」に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致するも

のであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものとはならないと考えております。 

 

（1） 買収への対応方針に関する指針等の趣旨を踏まえたものであること 

本プランは、経済産業省および法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主共同

の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共

同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則）、経

済産業省に設置された企業価値研究会が平成20年６月30日に発表した報告書「近時の諸環境の

変化を踏まえた買収防衛策の在り方」、経済産業省が令和５年８月31日に発表した「企業買収

における行動指針」および東京証券取引所が令和３年６月11日に改訂を行った「コーポレート

ガバナンス・コード」の「原則１-５いわゆる買収防衛策」の趣旨を踏まえたものとなってお

ります。 

 

（2） 株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること 

本プランは、上記１．「本プランの目的および概要」に記載のとおり、当社株式に対する大

規模買付行為等に際し、当該大規模買付行為等に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あ

るいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保し、または株主の皆様

のために大規模買付者と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては

株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって導入されるものです。 

 

（3） 合理的な客観的発動要件の設定 

本プランは、上記４．(4)「大規模買付行為等が実施された場合の対応」に記載のとおり、

あらかじめ定められた合理的な客観的要件が充足されなければ対抗措置が発動されないよう

に設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止する仕組みが確保されています。 

 

（4） 独立性の高い社外者の判断の重視（取締役の恣意的判断の排除） 

上記４.(4)「大規模買付行為等が実施された場合の対応」に記載のとおり、本プランの必要

性および相当性を確保し、取締役の保身のために本プランが濫用されることを防止するため、

対抗措置の発動の是非その他本プランに則った対応を行うにあたって必要な事項について、当

社の業務執行を行う経営陣から独立している委員で構成される独立委員会へ諮問し、同委員会

の勧告を受け、当該勧告を最大限尊重することとしております。さらに、独立委員会は、当社

の費用において専門家等の助言を受けることができるものとされており、独立委員会による判

断の公正さおよび客観性がより強く担保される仕組みとなっており、取締役の恣意的判断を排

除し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するよう、本プランの透明な運用を担保す

るための手続も確保されております。 
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（5） デッドハンド型およびスローハンド型の買収への対応方針ではないこと 

本プランは、当社の株主総会において選任された取締役により構成される取締役会によって

いつでも廃止することが可能です。したがいまして、本プランは、デッドハンド型の買収への

対応方針（取締役会の構成員の過半数を交代させてもなお、発動を阻止できない買収への対応

方針）ではありません。 

また、当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は１年であり、監査等委員

である取締役の任期は２年（但し、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と

して選任された監査等委員である取締役の任期は、当該退任した監査等委員である取締役の任

期の満了する時まで）でありますが、監査等委員である取締役についても期差任期制を採用し

ていないため、本プランはスローハンド型の買収への対応方針（取締役会の構成員の交替を一

度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収への対応方針）では

ございません。なお、当社では取締役解任決議要件につきましても、特別決議を要件とするよ

うな決議要件の加重をしておりません。 

 

8. 本プランの廃止の手続および有効期間 

 

本プランの有効期限は、本定時株主総会終了後３年以内に終了する事業年度のうち最終のもの

に関する定時株主総会の終結の時までとします。 

但し、当該有効期間の満了前であっても、当社株主総会で選任された取締役で構成される取締

役会により本プランの廃止の決議がなされた場合には、本プランはその時点で廃止されるものと

します。 

なお、当社取締役会は、企業価値ひいては株主共同の利益の向上の観点から随時見直しを行い、

当社株主総会の承認可決を得て、本プランの変更を行うことがあります。このように、本プラン

について継続、変更、廃止等の決定を行った場合には、その内容を速やかに公表いたします。 

当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、本プランに関する法令等の変更もしくは

これらの解釈・運用の変更または税制、裁判例等の変更を反映するのが適切である場合、誤字脱

字等の理由により字句の修正を行うのが適切である場合等、株主の皆様に不利益を与えない場合

には、必要に応じて独立委員会の賛同を得た上で、本プランを修正または変更する場合がありま

す。 

 

以 上 
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（別紙１） 

当社の大株主の株式保有状況（令和８年３月31日現在） 

 

株主名 
持株数 

（千株） 

持株比率 

（％） 

公益財団法人野澤一郎育英会 2,420 7.21 

ＥＳＧ投資事業組合 2,118 6.31 

株式会社野澤 2,038 6.07 

株式会社三井住友銀行 1,843 5.49 

株式会社みずほ銀行 1,757 5.23 

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 1,686 5.02 

株式会社ナガワ 1,121 3.33 

株式会社泉創建エンジニアリング 979 2.91 

住友生命保険相互会社 974 2.90 

株式会社ＣＡＣＨｏｌｄｉｎｇｓ 954 2.84 

 

（注）１．持株比率は自己株式（235,805株）を控除して計算しております。 

   ２．持株数の千株未満は、切り捨てて表示しております。 

   ３．持株比率は、小数点第２位以下を切り捨てて表示しております。 
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（別紙２） 

独立委員会規程の概要 

 

・ 独立委員会は当社取締役会の決議により設置する。 

 

・ 独立委員会の委員は３名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を

行う経営陣から独立した社外取締役または社外有識者（実績のある会社経営者、投資銀行業務

に精通する者、官庁出身者、弁護士、公認会計士、学識経験者またはこれに準じる者）のいず

れかに該当する者の中から、当社取締役会の決議に基づき選任される。 

 

・ 独立委員会は、大規模買付者が本プランに定められた手続を遵守したか否かの判断、大規模

買付行為等が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと認められるか否かの

判断、対抗措置の発動不発動の判断、一旦発動した対抗措置の停止の判断など、当社取締役

会から諮問のある事項について、原則としてその決定の内容を、その理由および根拠を付し

て当社取締役会に対して勧告する。なお、独立委員会の各委員は、こうした決定にあたって

は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するか否かの観点からこれを行うこととす

る。 

 

・ 独立委員会は、当社の費用で、必要に応じて独立した第三者である外部専門家（フィナンシャ

ル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタント、その他の専門家）等の助言を得る

ことができるものとする。 

 

・ 独立委員会の決議は、全会一致をもってこれを行う。 

 

以 上 
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（別紙３） 

独立委員の氏名および略歴 

 

五十嵐 規矩夫（いからし きくお） 

【略歴】 

平成４年４月 国立東京工業大学（現国立大学法人東京科学大学）工学部助手就任 

平成７年４月 同助教授 

平成12年４月 同大学院理工学研究科助教授 

平成19年４月 同准教授 

平成28年４月 国立大学法人東京工業大学（現国立大学法人東京科学大学） 

環境・社会理工学院准教授 

平成29年４月 同教授（現任） 

令和６年６月 当社取締役（監査等委員）（現任） 

 

髙田 明（たかだ あきら） 

【略歴】 

昭和56年４月 野村證券株式会社入社 

平成13年12月 同社ＩＢコンサルティング室長 

平成24年４月 野村インベスター・リレーションズ株式会社取締役 

平成30年３月 トラスコ中山株式会社常勤監査役 

令和５年６月 山九株式会社社外取締役（現任） 

令和８年３月 東海カーボン株式会社社外取締役（現任） 

 

松本 拓生（まつもと たく） 

【略歴】 

平成９年４月 最高裁判所司法研修所入所（51期） 

平成11年４月 第二東京弁護士会登録 

平成17年５月 Duke University School of Law（LL.M.） 

平成18年３月 ニューヨーク州弁護士資格取得 

平成19年１月 ＴＭＩ総合法律事務所パートナー就任 

平成22年４月 東京大学法科大学院客員准教授 

平成26年４月 恵比寿松本法律事務所 開業 
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（別紙４） 

共同協調行為等認定基準 

 

※ 本基準は、本プランで定義される大規模買付者を含む「非適格者」の認定に際して、「これら

の者が実質的に支配しまたはこれらの者と共同ないし協調して行動する者」に当たるか否かを

判定するための基準として用いるものですが、「大規模買付者」の認定の前提となる「大規模

買付行為等」の認定に際して、「当該特定株主グループと当該他の株主との間にその一方が他

方を実質的に支配しもしくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係」（共同協調関係）

が樹立されたか否かを判定するための基準としても用いることとします。 

※ 共同協調関係が樹立されたか否かの認定に際しては、認定の対象者（その親会社、子会社、そ

の他認定の対象者と同一視すべき主体を含みます。）について、下記の各項目の要素に加え、

買収者との間での意思の連絡が「ない」ことを窺わせる直接・間接の事実の有無についても勘

案した上で、総合判断の方法により行われるべきものとします。 

※ 以下「大規模買付者」には、「大規模買付者」の親会社または子会社（大規模買付者を含め、

「大規模買付者グループ」という。）、大規模買付者グループの役員・主要株主を含むものと

します。 

 

1. 当社の株券等を取得している時期が、大規模買付者による当社の株券等の取得または重要提案

行為等の買収に向けた行動が行われている期間と重なり合っているか。 

 

2. 取得した当社の株券等の数量が相当程度の数量に達しているか。 

 

3. 当社の株券等の取得を開始した時期が、大規模買付者による当社の株券等の取得の開始、当社

に対する経営支配権の取得・重要提案行為等をすること等の意向の表明など、大規模買付者の

買収に向けた行動が開始された時期に近接し、または対応方針に係る議題を目的事項に含む株

主総会の基準日など、大規模買付者の行動に関連するイベントと近接しているか。 

 

4. 市場における当社の株券等の取引状況が異常な時期（例えば、平均的な出来高に比して著しく

出来高が膨らんでいたり、株価が先行する時期の平均株価に比して著しく急騰したりする時

期）において、時期を同じくして当社の株券等を取得しているなど、大規模買付者による当社

の株券等取得の時期および態様（例えば、信用買い等を駆使しているかどうか）の特徴との間

に共通性がみられるか。 

 

5. 大規模買付者が株券等を取得している（または取得していた）他の上場会社の株券等を取得し

ていたことがあり、かつ、その取得時期や保有期間が大規模買付者のそれと重なり合っている、

または近接しているか。 
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6. 上記 5.の重なり合う期間において、当該他の会社（大規模買付者とともにその者が株主とな

っていた他の上場会社）に対する株主権（共益権）の行使が大規模買付者のそれに同調したも

のであったか。同調したものであったとした場合に、その株主権の種類、内容、株主権行使の

結果等に照らして、その同調の程度はどの程度か。 

 

7. 上記 5.記載の当該他の上場会社において、認定対象者および大規模買付者（ならびに認定対

象者以外の者で大規模買付者と同調して議決権等の共益権の行使を行った株主がいる場合に

は当該株主）による議決権等の共益権の行使の結果、取締役その他の役員の変更（選解任）が

行われた場合において、当該変更後の役員の在任期間中に当該他の上場会社において企業価値

または株主価値の毀損のおそれ（例えば、重大な法令違反に該当する事象の発生またはそのお

それのある事象の発生、上場廃止、特別注意銘柄への指定、破産その他の法的倒産手続、大規

模な希釈化を伴う株式または新株予約権の発行等）が生じているか。生じているとして企業価

値または株主価値の毀損のおそれはどの程度か。 

 

8. 大規模買付者との間で、直接・間接に出資関係ないし資金の貸借関係等が存在しているまたは

存在していたことがあるか。 

 

9. 大規模買付者との間で、直接・間接に、役員兼任関係、親族関係（内縁関係など準じる関係を

含む。以下、同じとします。）、ビジネス上の関係、出身校その他のコミュニティの中におけ

る人的関係が存在しているまたは存在していたこと、ならびに、一方が他方の従業員、組合員

その他構成員であるまたはあったことがあるなどの人的関係が存在するか。 

 

10. 対象会社に対する株主権（共益権）の行使が大規模買付者のそれに同調したものであったか。

同調したものであったとして、行使された株主権の種類、内容、株主権行使の結果等に照らし

て、その同調の程度はどの程度か（なお、本 10．を唯一の根拠として「共同協調関係」が樹立

されたと認定してはならないものとします。）。 

 

11. 対象会社の事業や経営方針に関する言動等が大規模買付者のそれと類似しているか。類似して

いる言動等がある場合には、そのような言動等がされた時期、内容に照らして、その類似の程

度はどの程度か（なお、本 11．を唯一の根拠として「共同協調関係」が樹立されたと認定して

はならないものとします。）。 

 

12. その代理人やアドバイザーが、大規模買付者のそれと同じ事務所、法人、団体に属しているも

しくは属していたことがある、業務提携関係にある、同種案件を共同して遂行したことがある、

および／または親族関係その他の人的関係があるなど、大規模買付者との間において意思の連
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絡が容易となるような関係を有しているか（直接的なものであると間接的なものであるとを問

いません。）。 

 

13. その他、大規模買付者との間で意思の連絡があることを窺わせる直接・間接の事実はあるか。 

 

以 上 
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（別紙５） 

大規模買付者に提供を求める情報（必要情報） 

 

1. 大規模買付者およびその者が属する特定株主グループ（共同保有者、特別関係者および組合員

（ファンドの場合）その他の構成員を含みます。以下、同じです。）の詳細（名称、事業内容、

経歴または沿革、資本構成、財務内容、経営成績、役員の氏名および職歴、過去10年以内にお

ける法令違反行為の有無（それが存する場合にはその概要）、当社および当社グループ会社の

事業と同種の事業についての経験等に関する情報を含みます。） 

 

2. 大規模買付者およびその者が属する特定株主グループの内部統制システム（グループ内部統制

システムを含みます。）の具体的内容ならびに当該システムの実効性の有無ないし状況 

 

3. 大規模買付行為等の目的、方法および具体的内容（経営参画の意思の有無、大規模買付行為等

の対価の価額・種類、大規模買付行為等の時期、関連する取引の仕組み、買付予定の当社の株

券等の数および大規模買付行為等を行った後における議決権割合、大規模買付行為等の方法の

適法性、大規模買付行為等および関連する取引の実現可能性（大規模買付行為等を一定の条件

に係らしめている場合には当該条件の内容）、ならびに大規模買付行為等の後に当社の株券等

が上場廃止となる見込みがある場合にはその旨およびその理由等を含みます。なお、大規模買

付行為等の方法の適法性については資格を有する弁護士による意見書を併せて提出していた

だきます。） 

 

4. 大規模買付者と第三者の間の当社の株券等の過去の取得又は処分に関する情報 

 

5. 大規模買付行為等における当社の株券等に係る買付対価の算定根拠（算定の前提となる事実、

算定方法、算定に用いた数値情報および大規模買付行為等に係る一連の取引により生じること

が予想されるシナジーおよびディスシナジーの内容、算定の際に第三者の意見を聴取した場合

における当該第三者の名称、意見の概要および当該意見を踏まえて金額を決定するに至った経

緯を含みます。） 

 

6. 大規模買付行為等の資金の裏付け（資金の提供者（実質的提供者（直接であるか間接であるか

を問いません。）を含みます。）の具体的名称、調達方法、資金調達が実行されるための条件

の有無および内容、資金提供後の担保ないし誓約事項の有無および内容、ならびに関連する取

引の具体的内容を含みます。） 

 

7. 大規模買付行為等に際しての第三者との間における意思連絡（当社に対する重要提案行為等を

行うことに関する意思連絡を含みます。以下、同じです。）の有無および意思連絡がある場合

はその具体的内容および当該第三者の概要 

 

8. 大規模買付者およびその者が属する特定株主グループによる、当社の株券等の保有状況、当社

の株券等または当社もしくは当社グループの事業に関連する資産を原資産とするデリバティ

ブその他の金融派生商品の保有状況および契約状況、ならびに当社の株券等の貸株、借株およ

び空売り等の状況 
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9. 大規模買付者およびその者が属する特定株主グループが既に保有する当社の株券等に関する

貸借契約、担保契約、売戻契約、売買の予約その他の重要な契約または取決め（以下「担保契

約等」といいます。）がある場合には、その契約の種類、契約の相手方および契約の対象とな

っている当社の株券等の数量等の当該担保契約等の具体的内容 

 

10. 大規模買付者が大規模買付行為等において取得を予定する当社の株券等に関し、担保契約等の

締結その他第三者との間の合意の予定がある場合には、予定している合意の種類、契約の相手

方および契約の対象となっている当社の株券等の数量等の当該合意の具体的内容 

 

11. 大規模買付行為等の完了後に想定している当社および当社グループ会社の役員候補、当社およ

び当社グループ会社の経営方針、事業計画、財務計画、資本政策、配当政策、資産活用策 

 

12. 大規模買付行為等の完了後における当社および当社グループ会社の顧客、取引先、従業員等の

ステークホルダーと当社および当社グループ会社との関係に関しての変更の有無およびその

内容 

 

13. 当社の他の株主との利益相反を回避するための具体的方策 

 

14. 大規模買付行為等に関し適用される可能性のある国内外の法令等に基づく規制事項、国内外の

政府または第三者から取得すべき私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、外国為替

及び外国貿易法その他の法令等に基づく承認または許認可等の取得の可能性（なお、これらの

事項については、資格を有する弁護士による意見書を併せて提出していただきます。） 

 

15. 大規模買付行為等の後における当社グループの経営に関して必要な国内外の法令等に基づく

許認可の維持の可能性および国内外の法令等の規制遵守の可能性 

 

16. 反社会的勢力ないしテロ関連組織との関連性の有無（直接的であるか間接的であるかを問いま

せん。）および関連が存在する場合にはその詳細  

 

17. その他当社取締役会または独立委員会が合理的に必要と判断する情報 

 

以 上 
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（別紙６） 

新株予約権無償割当ての概要 

 

1. 新株予約権の目的となる株式の種類 

当社普通株式 

 

2. 新株予約権の目的となる株式の数 

新株予約権１個当たりの目的となる株式の数は、取締役会が別途定める数とします。 

 

3. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は１円に各新株予約権の目的

となる株式の数を乗じた額とします。 

 

4. 新株予約権を行使することができる期間 

新株予約権を行使することができる期間は、取締役会が別途定める一定の期間とします。 

 

5. 新株予約権の行使の条件 

(a) 非適格者が保有する新株予約権（実質的に保有するものを含みます。）は、行使すること

ができません。 

「非適格者」とは以下のいずれかに該当する者をいいます。 

(ⅰ)大規模買付者 

(ⅱ)大規模買付者の共同保有者（金融商品取引法第27条の23第５項および第６項） 

(ⅲ)大規模買付者の特別関係者（金融商品取引法第27条の２第７項） 

(iv)取締役会が独立委員会による勧告を踏まえて以下のいずれかに該当すると合理的に

認定した者 

(x)上記(i)から本(iv)までに該当する者から当社の承認なく新株予約権を譲り受け

または承継した者 

(y)上記(i)から本(iv)までに該当する者の「関係者」。「関係者」とは、これらの者

との間にフィナンシャル・アドバイザリー契約を締結している投資銀行、証券会社

その他の金融機関その他これらの者と実質的利害を共通にしている者、公開買付代

理人、弁護士、会計士その他のアドバイザーもしくはこれらの者が実質的に支配し

またはこれらの者と共同ないし協調して行動する者をいいます。組合その他のファ

ンドに係る「関係者」の判定においては、ファンド・マネージャーの実質的同一性

その他の諸事情が勘案されます。 

(b) 新株予約権者は、当社に対し、上記５(a)の非適格者に該当しないこと（第三者のために

行使する場合には当該第三者が上記５(a)の非適格者に該当しないことを含みます。）に

ついての表明・保証条項、補償条項その他当社が定める事項を記載した書面、合理的範囲

内で当社が求める条件充足を示す資料および法令等により必要とされる書面を提出した

場合に限り、新株予約権を行使することができるものとします。 

(c) 適用ある外国の証券法その他の法令等上、当該法令等の管轄地域に所在する者による新株

予約権の行使に関し、所定の手続の履行または所定の条件の充足が必要とされる場合、当

該管轄地域に所在する者は、当該手続および条件がすべて履行または充足されていると当

社が認めた場合に限り、新株予約権を行使することができます。なお、当社が上記手続お

よび条件を履行または充足することで当該管轄地域に所在する者が新株予約権を行使す

ることができる場合であっても、当社としてこれを履行または充足する義務を負うもので
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はありません。 

(d) 上記５(c)の条件の充足の確認は、上記５(b)に定める手続に準じた手続で取締役会が定め

るところによるものとします。 

 

6. 取得条件 

(a) 当社は、新株予約権の無償割当ての効力発生日以後の日で取締役会が定める日において、

未行使の新株予約権で、上記５(a)および(b)の規定に従い行使可能な（即ち、非適格者に

該当しない者が保有する）もの（上記５(c)に該当する者が保有する新株予約権を含みま

す。下記(b)において「行使適格新株予約権」といいます。）について、取得に係る新株予

約権の数に、新株予約権１個当たりの目的となる株式の数を乗じた数の整数部分に該当す

る数の当社普通株式を対価として取得することができます。 

(b) 当社は、新株予約権の無償割当ての効力発生日以後の日で当社取締役会が定める日におい

て、未行使の新株予約権で行使適格新株予約権以外のものについて、取得に係る当該新株

予約権と同数の新株予約権で非適格者の行使に一定の制約が付されたもの（以下に記載す

る行使条件および取得条項その他当社取締役会が定める内容のものとします。以下、当該

新株予約権を「第２新株予約権」といいます。）を対価として取得することができます。 

(i) 行使条件 

非適格者は、次のいずれの条件も満たす場合その他当社取締役会が定める場合には、第

２新株予約権につき、第２新株予約権の行使後の大規模買付者の議決権割合として当社

取締役会が認めた割合が20％または当社取締役会が別途定める割合を下回る範囲内で

のみ、行使することができます。 

(x) 大規模買付者が大規模買付行為等を中止または撤回し、かつ、その後大規模買付行為

等を実施しないことを誓約した場合であること。 

(y) (α)大規模買付者の議決権割合（但し、本(i)において、議決権割合の計算にあたっ

ては大規模買付者やその共同保有者以外の非適格者についても当該大規模買付者の

共同保有者とみなして算定を行うものとし、また、非適格者の保有する第２新株予約

権のうち行使条件が充足されていないものは除外して算定します。）として当社取締

役会が認めた割合が20％もしくは当社取締役会が別途定める割合を下回っている場

合であること、または、 

(β)大規模買付者の議決権割合が20％もしくは当社取締役会が別途定める割合以上

である場合において、大規模買付者その他の非適格者が、当社が認める証券会社に委

託をして当社の株券等を市場内取引を通じて処分し、かつ、当該処分を行った後にお

ける大規模買付者の議決権割合として当社取締役会が認めた割合が20％もしくは当

社取締役会が別途定める割合を下回った場合であること。 

(ii)取得条項 

当社は、第２新株予約権が交付された日から10年後の日において、なお行使されていな

い第２新株予約権が残存するときは、当該第２新株予約権（但し、行使条件が充足され

ていないものに限ります。）を、その時点における当該第２新株予約権の時価に相当す

る金銭を対価として取得することができます。 

(c) 新株予約権の強制取得に関する条件充足の確認は、上記５(b)に定める手続に準じた手続

で取締役会が定めるところによるものとします。なお、当社は、新株予約権の行使が可能

となる期間の開始日の前日までの間いつでも、当社が新株予約権を取得することが適切で

あると当社取締役会が認める場合には、当社取締役会が別途定める日の到来日をもって、

すべての新株予約権を無償で取得することができるものとします。 
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7. 譲渡承認 

譲渡による新株予約権の取得には、取締役会の承認を要します。 

 

8. 資本金および準備金に関する事項 

新株予約権の行使および取得条項に基づく取得等に伴い増加する資本金および資本準備金に

関する事項は、法令等の規定に従い定めるものとします。 

 

9. 端数 

新株予約権を行使した者に交付する株式の数に１株に満たない端数があるときは、これを切り

捨てます。但し、当該新株予約権者に交付する株式の数は、当該新株予約権者が同時に複数の

新株予約権を行使するときは各新株予約権の行使により交付する株式の数を通算して端数を

算定することができます。 

 

10. 新株予約権証券の発行 

新株予約権については新株予約権証券を発行しません。 

 

11. 株主に割り当てる新株予約権の数 

当社普通株式（当社の有する普通株式を除く。）１株につき新株予約権１個の割合で割り当て

ることとします。 

 

12. 割当対象株主 

取締役会が別途定める基準日における最終の株主名簿に記載または記録された当社普通株式

の全株主（当社を除く。）に対し、新株予約権を割り当てます。 

 

13. 新株予約権の総数 

取締役会が別途定める基準日における当社の最終の発行済株式総数（但し、当社が有する普通

株式の数を除く。）と同数を上限として、当社取締役会が別途定める数とします。 

 

14. 新株予約権の無償割当ての効力発生日 

取締役会が別途定める基準日以後の日で取締役会が別途定める日とします。 

 

以 上 


